
谷地頭・湯川老人福祉センター

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止しておりました入浴サービスについて，

下記により再開することとなりましたのでお知らせします。

入浴サービスの再開について

○ 谷地頭老人福祉センター 令和４年１１月２８日（月）～

○ 湯川老人福祉センター 令和４年１２月１３日（火）～

混雑緩和のため，１週間あたり，両センターあわせて３回まで

の利用に制限させていただきます。

① 下記手続窓口で，老人福祉センター利用券を提示し，感染予防

等に関する同意書を提出してください｡

② 職員が内容を確認し，入浴カードを発行します。

③ 入浴の際には，老人福祉センターの利用券と入浴カードを窓口

に提出してください。

必要書類

※ 市役所や総合福祉センターでは受付できませんのでご注意ください。

下記①，②のいずれも必要です。

① 函館市老人福祉センター利用券

② 住所が確認できる書類（マイナンバーカード，運転免許証等）

【お問合せ・入浴カード申請手続窓口】

谷地頭老人福祉センター（谷地頭町13番18号）☎0138-22-0264 
（受付時間 月～土 9：30～16：00）

湯川老人福祉センター （湯川1丁目7番26号）☎0138-57-6061
（受付時間 火～日 9：30～16：00）

入浴サービス再開日

入浴日・時間

○ 谷地頭老人福祉センター
月・火，木～土（祝日等を除く）10時30分～14時30分

○ 湯川老人福祉センター
火～日（祝日等を除く） 9時30分～15時45分

利用のルール

利用手順

※ 入浴カードの申請は11月18日(金）から，両センター窓口で受付開始

(14時00分受付終了）

(15時15分受付終了）


